
介護予防及び介護の特徴

ご利用のできる方
要支援・要介護認定者全ての方がご利用できます。また時間延長のご利用も可能ですのでご相談下さい。

ご利用の出来る定員
２０名

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した 日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活

上の世話及び機能訓練を行う ことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の 家族の身
体的及び精神的負担の軽減を図っています。
介護予防サービスの実施に当たっては、以下について効果的なサービスになるよう努めています。
(1) 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス
提供を行います。
(2) 利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行います。
(3) 利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行います。
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お申込みからご利用について

現在担当のケアマネージャー又は最寄の居宅支援事業所又は地域包括支援センターにご相談下さい。

また、直接お聞きになりたい方は下記へお電話下さい。

愛光園介護支援サービス 0228-49-1511

栗原市栗駒・鶯沢地域包括支援センター 0228-45-2471

その他のお知らせ

みやぎ地域福祉サポートセンター本部（県社会福祉協議会内）

TEL：０２２－２１２－３３８８　

FAX：０２２－７１５－８５０７

栗原地域のサポートセンター　

TEL：０２２８－２１－２２４５

栗原市栗駒・鶯沢地域包括支援センター

TEL：0228-45-2471

FAX：0228-45-2487

☆通所介護に関するお問合せ及びデイサービスセンター見学のお申込は下記までお電話下さい。

  要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び
機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利
用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を支援します。

○お客様に関する個人情報は当法人規定「個人情報取扱規定」を定め取り扱っております。

○成年後見制度については下記のサポートセンターがあります。

○日常生活自立支援事業については、各地域の包括支援センターをご活用下さい。下記には栗駒・鶯沢地域の包括支援

センターを掲載しています。

八幡デイサービスセンター
〒９８９－５３２４　宮城県栗原市栗駒八幡清水沢６１番地１

0228-45-６３０２
0228-45-６３０３(FAX)

併設するサービス付き高齢者向け住宅のご案内

名称：サービス付き高齢者向け住宅「八幡の家」
室数：２０室
※併設する「八幡の家」のご利用は、別途の利用契約が必要となります。

※個々の身体機能に合わせ、安全にゆったりとした気持ちのよい入浴を提供します。

※四季折々の行事等を企画し、皆様に楽しんで頂きます。

※「介護予防通所介護」と「通所介護」のサービスとではサービス内容が異なる場合があります。


